
証券コード 4264
発信日2026年３月12日

（電子提供措置の開始日2026年３月６日）
株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目６番１号

株 式 会 社 セ キ ュ ア
代表取締役
社 長 谷 口 辰 成

第24期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第24期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイ
トに「第24期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、以
下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト https://secureinc.co.jp/ir/meeting/

電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載してお
ります。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東京証券取
引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、銘柄名（会社名）または証券コ
ードを入力・検索し、基本情報、縦覧書類／PR情報を選択のうえ、株主総会招集通知／株主総
会資料の情報を閲覧ください。

東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年３月27日（金曜日）午
後６時までに議決権をご行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
１. 日 時 2026年３月30日（月曜日）午前11時（受付開始 午前10時30分）

（昨年と開催時間が異なっておりますのでご注意ください。）
２. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目４番地１号

新宿NSビル30階
NSスカイカンファレンス ルーム１

３. 目的事項
報告事項 １．第24期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連

結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告
の件

２．第24期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告
の件

決議事項
議 案 取締役６名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま

す。
◎ 議決権行使書面において、議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて

いただきます。
◎ 電子提供措置事項に修正すべき事情が生じた場合は、上記各ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の

事項を掲載させていただきます。
◎ 当社へのご理解をより一層深めていただくため、株主総会終了後に事業説明会を開催させていただく予定ですが、

状況に応じて中止する場合もございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。
◎ 法令および当社定款第17条の規定に基づき、電子提供措置事項から一部を除いた書面をご送付しております。「連

結計算書類の連結注記表」「計算書類の個別注記表」につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトおよ
び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しておりますので、本書面には記載しておりません。なお、当該書面は監査
報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした書類の一部であります。

◎ 車椅子のサポート、座席やお手洗いへの誘導、受付の筆談サポート等が必要な場合には、事前に連絡をお願い申し
あげます。
株式会社セキュア 経営管理部 総務課
メールアドレス：ad_ha@secureinc.co.jp
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見 本

詳細につきましては次頁を
ご覧ください。

詳細につきましては次頁を
ご覧ください。

議決権行使方法についてのご案内
下記いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

書面による議決権行使 「スマート行使」によるご行使 インターネットによるご行使
行使期限 行使期限 行使期限

2026年３月27日（⾦曜日）
午後６時到着分まで

2026年３月27日（⾦曜日）
午後６時行使分まで

2026年３月27日（⾦曜日）
午後６時行使分まで

パソコン、スマートフォン等から、
議決権行使ウェブサイト

https://www.web54.net
同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示いただき、行
使期限までに当社株主名簿管理人
に到着するようご返送ください。

同封の議決権行使書用紙の右下
「スマートフォン用議決権行使ウェ
ブサイトログインQRコード®」を
スマートフォンかタブレット端末
で読み取ります。

にアクセスし、同封の議決権行使
書用紙に記載の議決権行使コード
及びパスワードをご利用のうえ、
画面の案内に従って議案に対する
賛否をご登録ください。

事前の議決権行使をいただく場合

当日ご出席いただく場合

株主総会へ出席

重複して行使された議決権の取扱いについて

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申しあげ
ます。

（1） 書面とインターネット（｢スマート行使」を含む。）等により二重に議決権を行使された場合は、インターネ
ット（｢スマート行使」を含む。）等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2） インターネット（｢スマート行使」を含む。）等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたも
のを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

2026年３月30日（⽉曜日）午前11時

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
■ 議決権行使について 0120-652-031

（9:00～21:00）
0120-782-031

（平日9:00～17:00）
■ その他のご照会

株主総会開催日時
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同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログイン
QRコード®」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

「次へすすむ」
をクリック

1 スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

https://www.web54.net

「スマート行使」によるご行使 インターネットによるご行使

クリック

議決権行使書
※QRコード®は、株式会社デン

ソーウェーブの登録商標です。
見本

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

同封の議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」
をご入力ください。

パスワード変更画面が出ます
ので、お手元の議決権行使書
用紙に記載された「パスワード」
を入力し、株主様がご使用に
なる「パスワード」を入力いた
だき「登録」をクリック

確 認 画 面 で 問 題 なけ れば
「この内容で行使する」ボタン
を押して行使完了！

※議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

2 議決権行使ウェブサイトを開く 2 ログインする

3 パスワードを入力する3 各議案について個別に
指示する

4 全ての会社提案議案について
「賛成」する

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み
取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」を
ご入力いただく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

以降は画面の案内に従って
賛否をご登録ください。

画面の案内に従って各議案の賛否を
ご入力ください。

議決権行使コード

パスワード
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
議 案 取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役

６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

再任
１

た に ぐ ち た つ な り
谷 口 辰 成

（1976年10月14日生）

1999年４月 株式会社ネクサス入社（現株式会社ジェイ・コミュニケー
ション）

434,600株
2000年10月 株式会社ジェイネクステル入社
2002年10月 当社設立 代表取締役社長
2014年８月 合同会社ＬＹＯＮ 代表社員（現任）
2022年４月 代表取締役社長代表執行役員CEO（現任）
2025年 6 月 ゲンダイエージェンシー株式会社 社外取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】
谷口辰成氏は、当社創業者および代表取締役として、強いリーダーシップをもって会社を牽引してきた実績や豊富な経験を有しており、今後も経営全般に対
する指導、助言を行い、継続的な企業価値向上が期待できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

再任
２

よこい ふみあき
横 井 文 昭

（1961年４月１日生）

1985年４月 東京海上火災保険株式会社入社（現東京海上日動火災保険株式会社）

8,800株

2003年７月 同社 米国（ニューヨーク）副社長
2010年７月 同社 総合営業第二部長
2018年４月 同社 執行役員本店営業第五部長
2019年４月 同社 常務執行役員
2022年４月 当社 入社 専務執行役員
2023年３月 取締役兼専務執行役員
2025年１月 取締役副社長執行役員（現任）

【取締役候補者とした理由】
横井文昭氏は、営業戦略全般において豊富な知見と経験を有しており、当社入社後は、専務執行役員として営業統括を管掌し成長を牽引してきたことから、
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社経営の適切な意思決定および業務執行の監督に貢献できるものと判断し、取締役として選任を
お願いするものであります。

再任
３

ひ ら も と よ う す け
平 本 洋 輔

（1987年８月７日生）

2008年10月 株式会社せんどう入社

1,500株

2014年２月 当社 入社
2019年３月 取締役画像プラットフォーム事業部長
2020年１月 取締役事業開発部長
2021年１月 取締役事業開発本部長
2022年４月 取締役執行役員CBDO
2023年１月 取締役執行役員CBDO 兼 商品開発部長
2025年１月 取締役執行役員COO 兼 AI Store事業部長（現任）

【取締役候補者とした理由】
平本洋輔氏は、入社以来営業部門に携わり、2019年３月からは取締役として、新規事業部門の統括を行っており、業務執行責任者として豊富な知識・経験
を活かすことで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上の実現が期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

再任
４

さ と う ひ と み
佐 藤 仁 美

（1976年１月23日生）

1996年４月 杉本商事株式会社入社

18,000株

2004年11月 株式会社スタッフサービス入社
2005年12月 株式会社エスアンドケイ入社
2008年６月 株式会社リミックスポイント入社
2014年２月 当社 入社
2018年７月 執行役員経営管理部長
2019年３月 取締役経営管理部長
2022年１月 取締役経理財務部長
2022年４月 取締役執行役員経理財務部長
2024年４月 取締役執行役員Co-CFO 兼 経営管理部長（現任）

【取締役候補者とした理由】
佐藤仁美氏は、経営管理全般に長期に携わり、2019年３月からは取締役として、経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督を行っており会社の持
続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現が期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

再任
５

あ し ざ わ こ う じ
芦 澤 光 二

（1950年11月24日生）
社外取締役候補者

1973年４月 キヤノン販売株式会社（現キヤノンマーケティングジャパン株式会社）入社

ー株

1999年３月 同社 取締役
2003年３月 同社 常務取締役
2006年３月 同社 専務取締役

2009年３月
同社 取締役副社長

ビジネスソリューションカンパニープレジデント
2013年３月 同社 退任
2016年６月 シュッピン株式会社社外監査役
2022年９月 同社 退任
2023年３月 当社 社外取締役（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
芦澤光二氏は、前職等で培った豊富な経営経験と実績に基づく優れた経営判断能力をもとに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社
経営の適切な意思決定および業務執行を監督いただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、社外取締役としての在任期間は本総
会の終結の時をもって３年となります。
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当社の
株式の数

再任
６

く ら は や し さ と こ
倉 林 聡 子

（1974年５月13日生）
社外取締役候補者

1997年４月 株式会社ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ株式会社）入社

ー株

2005年12月 株式会社アプリックス 入社
2011年１月 同社 内部監査室 室長
2014年６月 同社 プロセス改善推進室 室長
2017年４月 同社 経営管理部 部長（現任）
2018年３月 同社 執行役員
2019年３月 同社 取締役
2019年３月 株式会社ＢＥＡＭＯ 取締役
2019年８月 スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役（現任）
2020年３月 株式会社アプリックス 常務取締役
2022年３月 同社 代表取締役（現任）
2022年３月 株式会社ＢＥＡＭＯ(注５) 代表取締役
2024年 4 月 株式会社H２(注６) 取締役
2024年 4 月 株式会社スマートライフ(注７) 代表取締役
2025年３月 当社 社外取締役（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
倉林聡子氏は、現職の企業経営をはじめとする豊富な経験と高い見識を有しており、これら経験や見識を活かし、当社経営に対する助言や指導、客観的な視
点での適切な監督により、当社の経営体制の強化が期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、社外取締役としての在任期
間は本総会の終結の時をもって１年となります。

（注）１．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．芦澤光二氏と倉林聡子氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は芦澤光二氏と倉林聡子氏を株式会社東京証券取引

所の定める独立役員として指定し届け出ており、両氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
３．当社は、芦澤光二氏と倉林聡子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としておりま
す。芦澤光二氏と倉林聡子氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契
約は、当社と取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けるこ
とによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、被保険者は保険料を負担しており
ません。本議案において各取締役候補者の選任が承認された場合は、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとな
ります。なお、当該保険契約は2026年５月に同内容で更新する予定であります。

５．株式会社BEAMOは、2024年5月にスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社に吸収合併されております。
６．株式会社H２は、2025年１月にスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社に吸収合併されております。
７．株式会社スマートライフは、2024年10月に株式会社H２に吸収合併されております。

以上
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事 業 報 告
（2025

2025
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に、個人消費や設備
投資に持ち直しの動きが見られ、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、原材料価格や
エネルギー価格の変動、為替の影響、海外経済の動向や地政学リスクなど不確実性も残って
おり、企業を取り巻く経営環境は引き続き注視が必要な状況にあります。
当社グループが属するセキュリティ関連市場においては、「安心・安全」に対する根強い

需要に支えられ、引き続き安定した市場環境が期待されている一方、中長期的には人口減少
やビル・住宅などの供給数の減少、競合ベンダーの増加、低価格攻勢をかける海外企業の参
入など、市場の競争環境は厳しいものとなっております。
このような状況のもと、当社グループでは、働き方の多様化や人手不足への対応、DXの

進展といった事業環境の変化を背景に、「安心・安全に働く環境」を創出するため、最先端
のAI（画像認識）技術とセキュリティ専門企業としての長年の実績・ノウハウを駆使し、最
適なソリューションの提供に努めてまいりました。
売上高につきましては、「SECURE AC（入退室管理システム）」において、第１四半期に

おける大型案件剥落の影響を受けたものの、中・小型案件が計画通りに進捗したことから、
導入件数は大幅に増加し、売上高も前年対比で増収となりました。
「SECURE VS（監視カメラシステム）」においては、一部既存顧客のプロジェクト進捗

が想定を下回ったものの、中・小型案件の需要拡大を背景に新規導入が進んだことから、売
上高は前年を上回る着地となりました。
2025年２月には、株式会社メルコホールディングス（現社名：株式会社バッファロー）

との資本業務提携を実施しました。短期的には同社の購買チャネルやオペレーションを活用
したコスト削減効果を見込むとともに、中長期的には共同での新サービス開発や新事業領域
の開拓による企業価値向上などのシナジーを見込んでおり、第一階層としてのコスト削減施
策は概ね目標達成の見通しです。なお、利益面での貢献は来期以降に顕在化する見込みであ
り、第二・第三階層における連携も順次進めてまいります。
2025年３月には、みずほPayPayドーム福岡において、日本の野球場で初めてクレジット

カードで入店可能な完全ウォークスルー型のレジレス店舗をオープンしました。本実証実験
ではAI技術を活用することで観客の利便性向上と新たな購買体験の提供を目指すとともに、
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行動データや購買データの分析を通じて店舗運営の効率化およびサービス品質の向上を図り
ました。今後は、本実証実験を通じて得られた知見をふまえ、他施設への展開や、サービス
内容の高度化について検討を進めてまいります。
また、2025年４月には、株式会社メディアシステムの全株式を取得し子会社化しました。

これにより東北地区における納品キャパシティの向上を図るとともに、同社が有するノウハ
ウや専門性を獲得し、自治体向けセキュリティサービスの導入拡大や高度な設計案件の受注
拡大などのシナジーを見込んでおります。
2025年３月末には、顔認証関連ソリューションの導入件数が10,000件を突破しました。

AIを活用した顔認証による入退室管理システムは、オフィス需要に加え、データセンターや
フィットネス施設、工場など活用の場面が広がっております。加えて、2025年８月には、
AI×セキュリティのソリューションに対する社会的評価の高まりを背景に、当社の監視カメ
ラ・入退室管理システム等の累計導入社数が13,000社を突破しました。

以上の結果、当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高は6,840,816千円(前年同
期比9.5％増)、営業利益は326,122千円(前年同期比6.6％増)、経常利益は299,863千円(前
年同期比2.1％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は187,586千円(前年同期比22.0％減)
となりました。なお、当社グループは「セキュリティソリューション事業」の単一セグメン
トであるため、セグメントごとの記載をしておりません。

（２）設備投資の状況
当連結会計年度に実施した設備投資総額は104,957千円（建設仮勘定及びソフトウエア

仮勘定を含む。）となりました。その主な内容は、各種ソリューションの実証実験用設備等
の取得および社内IT基盤の強化に向けた情報機器の取得であります。

（３）資金調達の状況
当連結会計年度において、第三者割当による新株800,000株により1,455,200千円の資

金を調達いたしました。

（４）対処すべき課題
当社グループでは、当社グループが継続企業として成長し続けるために対処しなければな

らない課題を以下のように考えております。

― 9 ―

2026年02月25日 16時02分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



① 研究開発活動における課題
当社グループにおける主要なテクノロジーである画像関連技術の分野は、機械学習や生

成AIを含むAI技術の進展により、商品・サービスの高度化および付加価値の向上が急速に
進んでおります。
このような環境下において、当社グループでは、AIを活用した高度な画像関連技術の応

用に取り組み、実証実験に基づく実効性のあるデータを蓄積しながら、実用化に向けた継
続的な改良を行なっていく必要があると認識しております。また、その一環として、
2020年９月にクラウド型入退室管理システム「SECURE AI Office Base」を開発して
以降、ストック型サービスの強化にも取り組んでおります。今後は、従来のオンプレミス
型商品に加えて、ストック収益を基盤とするクラウドサービスの拡充に向けた積極的な研
究開発が重要な課題であると考えております。
こうした課題に対処するため、当社グループでは「Security System Lab」および

「SECURE AI STORE LAB 2.0」の２つのラボ（研究開発拠点）と、韓国京畿道城南市
に所在する子会社「SECURE KOREA, Inc.」において、AI実装サービスの拡充、画像解
析精度の向上など、AIとセキュリティを掛け合わせたシステムの価値向上およびストック
型サービスの強化に向けた研究開発を推進しております。また、「SECURE AI STORE
LAB 2.0」については、研究開発成果の収益化にも取組んでおります。

② 営業活動における課題
当社グループでは、主にオフィス、商業施設、工場における中堅・大企業を主要なター

ゲットとし、競争環境が激化する中で、継続的に競争優位性のあるシステムを提案してい
くことが課題であると認識しております。
こうした課題に対処するため、多様な顧客ニーズに対応可能なデバイスの調達に加え、

新たな販売パートナーの開拓および既存販売パートナーとの連携強化に取組んでおりま
す。
今後は、トレーニング用コンテンツの拡充や新サービスの共同開発等を通じた既存パー

トナーとの関係強化、セミナーや展示会の開催等による新規パートナーの発掘、韓国子会
社「SECURE KOREA, Inc.」を拠点とした海外におけるセキュリティニーズへの対応に
も取り組んでまいります。
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また、「オフィス、商業施設、工場」で培った技術基盤を活かし、「データセンター、ホ
テル、マンション」などの分野への展開を図ってまいります。

③ 内部管理・統制体制における課題
当社グループが各ステークホルダーに幅広く信頼される企業集団として、今後のさらな

る事業拡大に対応していくためには、効率的かつ適正な業務運営体制を構築することが重
要な課題であると認識しております。
このため、管理部門による内部管理体制の拡充・強化に加え、営業部門を支援するバッ

クオフィス機能としての営業アシスタント体制の強化、機器障害やトラブルに迅速に対応
するカスタマーサービス機能の強化、在庫の適正管理および商品受配送の円滑化を担う物
流機能の強化にも積極的に取組んでおります。
また、管理部門およびバックオフィス機能と、営業・開発部門との連携を強化すること

で、実効性のある内部管理・統制体制の構築を進めております。

④ 人材の育成・確保における課題
当社グループが提供するシステムは、ハードウェアに加え、ソフトウェア、サーバー構

築、デバイス選定、ネットワーク構築、システム設計、設置環境、AI（画像認識）技術お
よびセキュリティに関する専門的な知識など、非常に幅広い技術分野を包含しておりま
す。そのため、これらを横断的に理解し、実装・運用できる人材の育成および確保が重要
な課題であると認識しております。このような課題に対応するため、専門性を有する人材
の採用を進めるとともに、人事部門に人材育成専任者（人材開発センター）を配置し人材
育成プログラムの策定と実践を主導してまいります。人材育成にあたりましては、
「Security System Lab」を活用した人材トレーニングの実践に加え、人材育成方針『人
が育ち人が育てるSECURE』のもと、「自律的キャリア形成の支援」「自ら学ぶ環境の充
実」「知識・スキルレベル向上の支援」「コミュニケーションの活性化」を軸として、人材
育成の強化を図っております。

― 11 ―

2026年02月25日 16時02分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



（５）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第21期
（2022年12月期）

第22期
（2023年12月期）

第23期
（2024年12月期）

第24期
（当連結会計年度）
（2025年12月期）

売 上 高 3,384,508 千円 5,191,074 千円 6,247,242 千円 6,840,816 千円

経常利益又は経常損失（△） △183,605 千円 175,425 千円 293,746 千円 299,863 千円

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △227,627

千円
168,790

千円
240,561

千円
187,586

千円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） △48.52 円 35.67 円 50.53 円 34.30 円

総 資 産 1,993,000 千円 2,749,733 千円 3,784,347 千円 5,257,475 千円

純 資 産 842,138 千円 1,022,308 千円 1,282,134 千円 2,926,474 千円

１ 株 当 た り 純 資 産 178.53 円 215.42 円 268.33 円 518.91 円

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数
により、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分 第21期
（2022年12月期）

第22期
（2023年12月期）

第23期
（2024年12月期）

第24期
（当事業年度）

（2025年12月期）
売 上 高 3,382,068 千円 5,186,462 千円 5,861,316 千円 6,276,872 千円

経常利益又は経常損失（△） △188,596 千円 172,277 千円 325,480 千円 277,821 千円

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （△） △232,471 千円 165,643 千円 289,873 千円 200,680 千円

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） △49.55

円
35.00

円
60.89

円
36.69

円

総 資 産 1,997,874 千円 2,752,194 千円 3,736,888 千円 5,155,047 千円

純 資 産 849,184 千円 1,025,584 千円 1,335,202 千円 2,992,348 千円

１ 株 当 た り 純 資 産 180.03 円 216.11 円 279.44 円 530.59 円

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数
により、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
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（６）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

SECURE KOREA, Inc. １億
ウォン

100
％

セキュリティソリューション事業

株式会社ジェイ・ティー・エヌ 13,000
千円

100
％

電気工事業、電気通信工事業

株式会社メディアシステム 20,000
千円

100
％

電気工事業、電気通信工事業
(注）2025年４月22日付で株式会社メディアシステムの全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。

③ 特定完全子会社に関する事項
該当事項はありません。

（７）主要な事業内容（2025年12月31日現在）
事 業 主 要 製 品

セキュリティソリューション事業
SECURE AC
SECURE VS
SECURE Analytics
SECURE ES

（入退室管理システム）
（監視カメラシステム）
（画像解析サービス/その他）
（エンジニアリングサービス）
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（８）主要な事業所等（2025年12月31日現在）
① 当社

名 称 所 在 地

本社 東京都新宿区

大阪営業所 大阪府大阪市中央区

福岡営業所 福岡県福岡市博多区

Security System Lab 東京都新宿区

② 子会社
名 称 所 在 地

SECURE KOREA, Inc. 韓国京畿道城南市
株式会社ジェイ・ティー・エヌ 神奈川県横浜市中区
株式会社メディアシステム 福島県福島市

（９）従業員の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

199名 42名増

（注）１．従業員数は就業人員（グループ外から当社グループへの出向者12名を含みます。）であり、臨時雇用
社員16名は含んでおりません。

２．従業員数が前期末に比べ42名増加しましたのは、2025年４月に株式会社メディアシステムを連結子
会社化したためであります。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

171名 30名増 38.3歳 ４年５ヶ月
（注）１．従業員数は就業人員（社外から当社への出向者12名を含みます。）であり、臨時雇用社員14名は含ん

でおりません。
２．平均年齢および平均勤続年数は、出向者を含まず計算しております。
３．従業員数が前期末に比べ30名増加しましたのは、業容拡大によるものです。
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（10）主要な借入先（2025年12月31日現在）
借 入 先 借 入 残 高

株式会社みずほ銀行 654,615 千円

株式会社東邦銀行 252,500 千円

株式会社三井住友銀行 60,575 千円

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

２．株式に関する事項（2025年12月31日現在）
（１）発行可能株式の総数 16,500,000株
（２）発行済株式の総数 5,639,420株（自己株式88株を含む）
（３）株主数 2,969名
（４）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

合同会社LYON 1,015,435株 18.01％

株式会社バッファロー 800,000株 14.19％

谷 口 辰 成 434,600株 7.71％

谷 口 才 成 400,000株 7.09％

谷 口 喆 成 371,500株 6.59％

合同会社ＹＳＨ 294,065株 5.21％

CBC株式会社 228,000株 4.04％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 197,000株 3.49％

株式会社ブロードバンドタワー 150,000株 2.66％

株式会社東邦銀行 120,000株 2.13％
（注）持株比率は、自己株式88株を控除して計算しております。
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（５）その他株式に関する重要な事項
2025年３月３日を払込期日とする第三者割当増資による新株式の発行により、発行済株

式の総数が800,000株増加しております。

３．新株予約権等に関する事項
（１）当事業年度末における当社役員の新株予約権の保有状況

第４回新株予約権

発 行 決 議 日 2019年12月18日

区 分 取締役
（社外取締役を除く）

保 有 者 数 ２名
新 株 予 約 権 の 数 950個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 28,500株

新 株 予 約 権 １ 個 当 た り の 発 行 価 額 払込を要しない

権 利 行 使 時 １ 株 当 た り の 行 使 価 額 667円

権 利 行 使 期 間 2022年１月１日から
2029年12月18日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 （注２）
（注）１．第４回新株予約権は、2021年５月24日開催の取締役会決議により、2021年６月10日付で普通株式

１株につき30株の株式分割を行っております。これにより、「目的となる株式の数」、「行使価額」は
株式分割後の数値を記載しております。

２．第４回新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
① 対象者は、本新株予約権の行使時においても、当社の取締役、顧問および従業員として勤務してい

る社員、社外協力者のいずれかであることを要する。
② 対象者が任期満了により取締役を退任し、就業規則に定める定年により退職または顧問契約の期間

満了による終了により地位を喪失した場合は本新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
⑤ その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約

書」に定めるところによる。

（２）当事業年度中に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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（３）その他新株予約権等に関する重要な事項
当社は2022年12月19日開催の取締役会決議において、中長期的な当社の業績拡大および

企業価値の増大を目指すにあたり、意欲および士気をより一層向上させ、当社の結束力をさ
らに高めることを目的として、以下のとおり、業績目標を達成した場合にのみ権利行使が可
能となる新株予約権を、有償にて発行することを決議いたしました。

第５回新株予約権

発行決議日 2022年12月19日

新株予約権の数 1,600個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 160,000株
（新株予約権１個につき 100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり 100円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個当たり 79,200円
（１株当たり 792円）

権利行使期間 2026年４月１日から2033年１月９日まで

新株予約権の行使の条件 （注２）

割当先 当社取締役及び従業員
新株予約権の数 1,600個
目的となる株式数 160,000株
割当者数 12名

（注）１．上記のうち、20個（2,000株）は退職により権利を喪失しております。
２．第５回新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。
① 第５回新株予約権の割り当てを受けた者（以下「第５回新株予約権者」という。）は、2025年12

月期乃至2027年12月期において、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書（連結損益
計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様）に記載された連結営業利益が、下記(a)ま
たは(ｂ)に記載したいずれかの条件を充たした場合、付与された本新株予約権のうち、各号に掲げ
る割合（以下、「行使可能割合」という。）を上限として本新株予約権を行使することができる。
(a) 連結営業利益が500百万円を超過した場合：行使可能割合70％
(b) 連結営業利益が700百万円を超過した場合：行使可能割合100％

なお、上記における連結営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多
大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を
行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等
の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務
報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別
途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
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② 上記にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所に
おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50％を乗じた価格を下回った場合、第５
回新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならな
いものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかっ

たことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされてい

た事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が第５回新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした

場合
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 第５回新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
⑥ その他の条件については、当社と新株予約権の割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約

書」に定めるところによる。

４．会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の氏名等（2025年12月31日現在）

氏 名 地 位 担当及び重要な兼職の状況

谷 口 辰 成 代 表 取 締 役 社 長
代表執行役員CEO
合同会社LYON代表社員
ゲンダイエージェンシー株式会社 社外取締役

横 井 文 昭 取 締 役 副 社 長 執行役員
平 本 洋 輔 取 締 役 執行役員COO 兼 AI Store事業部長
佐 藤 仁 美 取 締 役 執行役員Co-CFO 兼 経営管理部長
芦 澤 光 二 取 締 役

倉 林 聡 子 取 締 役 株式会社アプリックス代表取締役
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社取締役

久 喜 政 徳 常 勤 監 査 役

古 島 守 監 査 役
弁護士法人トライデント代表社員
株式会社セプテーニ・ホールディングス社外監査役
株式会社ビーロット社外取締役（監査等委員）
株式会社ウェルディッシュ社外取締役（監査等委員）

湯 瀬 陽 子 監 査 役 湯瀬陽子税理士事務所所長
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（注）１．芦澤光二氏、倉林聡子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
なお、芦澤光二氏、倉林聡子氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるお
それのない独立役員であります。

２．監査役久喜政徳氏、古島守氏および湯瀬陽子氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま
す。
なお、久喜政徳氏、古島守氏および湯瀬陽子氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益
相反の生じるおそれのない独立役員であります。

３．古島守氏は、弁護士および公認会計士の資格を有しており、専門的な知識と経験を有するものであり
ます。

４．湯瀬陽子氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するもので
あります。

５．取締役 斉藤政美氏は、2025年３月27日開催の第23期定時株主総会終結の時をもって、任期満了に
より退任いたしました。

６．取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりであります。
氏 名 役 名 職 名

谷 口 喆 成 執 行 役 員
営業推進部長 兼 第２ソリューション事業部長
合同会社YSH代表社員
株式会社メディアシステム取締役

谷 口 才 成 執 行 役 員
執行役員Co-CFO 兼 経営企画部長
株式会社ジェイ・ティー・エヌ代表取締役社長
株式会社メディアシステム代表取締役

（２）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役および社外監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第

425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

（３）補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

（４）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社役員（取締役、監査役）、執行
役員、管理職従業員であり被保険者は保険料の負担をしておりません。当該保険契約により
被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された賠償請求（株主代表訴訟を含む）等に
起因して被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金および和解金）が補填されることとな

― 19 ―

2026年02月25日 16時02分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



ります。
但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の背信行

為もしくは犯罪行為または故意による法令違反の場合や、保険開始日前に既に発生している
損害賠償請求等は保険の対象としないこととしております。なお、当該保険契約は2026年
５月に同内容で更新する予定であります。

（５）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ．決定方針の決定方法
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を、取締役会で決議した「役員報酬内規」
において定めております。
ロ．基本方針
当社の取締役の報酬は、金銭報酬および非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）とし、個人
別の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており
ます。なお、譲渡制限付株式報酬の支給対象は社外取締役を除いた取締役としておりま
す。
ハ．個人別の報酬等の額の決定に関する方針
（a）金銭報酬
役員の金銭報酬の決定方法は、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で世間水準・
経営内容等を考慮し、各取締役の報酬については、代表取締役社長に決定を委任し、各監
査役の報酬については監査役の協議により決定する方法であります。取締役の報酬は月額
報酬（固定報酬）と賞与（業績連動報酬）で構成され、監査役の報酬は月額報酬（固定報
酬）で構成されております。
（b）非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）
取締役の金銭報酬は、当社の中長期的な企業価値向上を従来以上に高めるため、非金銭

報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入し、各取締役の報酬については、取締役会にて
決定いたします。ただし、譲渡制限付株式報酬の金額は、第23期定時株主総会で承認さ
れた譲渡制限付株式報酬の限度額の範囲内としております。
ニ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
常勤役員の月額報酬は、当社人事制度の給与テーブル グレード号俸に役位に応じた率を
乗じた額を役位別の上限額の範囲としております。また、非常勤役員の月額報酬は、その
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役員の地位および会社への貢献度を考慮しております。なお取締役の賞与は、会社の業
績、個々の業務執行状況を考慮しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役等に関する報酬の限度額は、2021年６月９日開催の臨時株主総会におい
て、取締役は年額350,000千円以内、監査役は年額40,000千円以内と決議しておりま
す。同株主総会終結時の取締役の員数は６名（内社外役員は２名）、監査役の員数は３名
です。
また金銭報酬とは別枠で、2025年3月27日開催の第23期定時株主総会において、取締役
（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てとして年額25百万円以内、株式数
の上限を年20,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社
外取締役を除く）の員数は４名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、各取締役の評価を行うには当社の業績を全体的かつ俯瞰的に把握して
いる代表取締役社長が最も適していると判断し、取締役会の決議により、代表取締役社長
代表執行役員CEO谷口辰成に対し、取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。
同氏は、各取締役の職責・職位に応じた業務執行計画および報告、ならびに経営への貢献
度等を総合的に評価し、社外取締役の意見を踏まえたうえで当社役員報酬内規に基づき個
人別の報酬を決定するようにしており、役員報酬決定の客観性の確保に努めていることか
ら、取締役会としては、当該内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役については、監査役の協議により決定しております。
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④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取締役
（うち社外取締役）

91,902
（7,200)

千円 91,902
（7,200)

千円 ー
(ー)

ー
(ー)

７名
（３名）

監査役
（うち社外監査役）

13,800
（13,800)

千円 13,800
（13,800)

千円 ー
(ー)

ー
(ー)

３名
（３名）

（注）上記の取締役の支給人員には、2025年３月27日開催の第23期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役１名が含まれ
ております。

⑤ 業績連動報酬等に関する事項
該当事項はありません。

⑥ 非金銭報酬等の内容に関する事項
該当事項はありません。

（６）社外役員に関する事項
① 他の法人等との重要な兼職状況及び当該他の法人等との関係

取締役倉林聡子氏は、株式会社アプリックス代表取締役、およびスマートモバイルコミ
ュニケーションズ株式会社取締役を兼務しております。なお当社と各兼務先との間に取引
その他の関係はありません。
監査役古島守氏は、弁護士法人トライデント代表社員、株式会社セプテーニ・ホールデ

ィングス社外監査役、株式会社ビーロット社外取締役（監査等委員）および株式会社ウェ
ルディッシュ社外取締役（監査等委員）を兼務しております。なお当社と各兼務先との間
に取引その他の関係はありません。
監査役湯瀬陽子氏は、湯瀬陽子税理士事務所所長を兼務しております。なお当社は湯瀬

陽子税理士事務所との間に取引その他の関係はありません。
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② 主な活動状況
区 分 活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 芦 澤 光 二
当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回出席し、企業経営者として
の豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関して取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取 締 役 倉 林 聡 子
2025年3月27日就任以降に開催された取締役会10回のうち10回出席し、企
業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関して取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしてお
ります。

常勤監査役 久 喜 政 徳

当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回出席し、事業会社で培った
豊富な実務経験による専門的見地から、取締役会において適宜必要な発言を
行っております。
同様に当事業年度開催の監査役会には、13回のうち13回出席し、監査結果に
ついての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行い、経営全般への運
営体制に対して、適宜、必要な発言を行っております。

監 査 役 古 島 守

当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回出席し、主に弁護士および
公認会計士としての専門的見地から、取締役会において適宜必要な発言を行
っております。
同様に当事業年度開催の監査役会には、13回のうち13回出席し、監査結果に
ついての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行い、経営全般への運
営体制に対して、適宜、必要な発言を行っております。

監 査 役 湯 瀬 陽 子

当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回出席し、主に税理士として
の専門的見地から、取締役会において適宜必要な発言を行っております。
同様に当事業年度開催の監査役会には、13回のうち13回出席し、監査結果に
ついての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行い、経営全般への運
営体制に対して、適宜、必要な発言を行っております。

― 23 ―

2026年02月25日 16時02分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



５．会計監査人に関する事項
（１）会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

（２）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,300千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 19,300千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、前事業年度の職務執行状況、当事業年度の
監査計画の内容および報酬見積りの算出根拠等を確認し審議した結果、監査報酬の水準は適切と判断
したためであります。

（３）非監査業務の内容
当社は太陽有限責任監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の

業務を委託しておりません。

（４）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
当社は、会計監査人の選定方針として、効果的かつ効率的な監査が行われることが重要で

あると考え、監査品質の維持・向上に資する品質管理体制や専門性、独立性、当社事業分野
への理解度等を総合的に勘案しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した

場合に、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。ま
た、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められ
る場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、
監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解
任した旨と解任の理由を報告いたします。

― 24 ―

2026年02月25日 16時02分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



６．会社の体制及び方針
（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保

するための体制
当社は、会社法第362条第４項第６号【取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の
適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備】ならびに会社法施行規則第
100条第１項および第３項に基づき、取締役会において内部統制基本方針を次の通り定めております。
当社は、この基本方針に基づき、内部統制を有効に機能させるとともに、絶えず評価し、必要な改

善策を講じることとしております。また、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して継
続的に見直しを行い、一層実効性のある内部統制の整備に努めてまいります。

Ａ．取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社は、コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を制定し、代表取締役がその

精神を役職者をはじめ使用人に継続的に伝達することにより、法令と社会倫理の遵守を企業活動の
原点とすることを徹底する。

(b) コンプライアンス全体に関する総括責任者として代表取締役を委員長とするリスク管理・コンプラ
イアンス委員会がコンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。

(c) 取締役会は、取締役会規程に基づき、法令・定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項
を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。また、定期的にコンプライアンス体制を見直
し、問題点の早期把握と改善に努める。また、取締役は、法令・定款・取締役会決議及びその他社
内規程に従い、職務を執行する。更に、内部環境及び外部環境の重要な変更があった場合には、統
制活動に与える影響を評価し、統制活動の変更の必要性を検討するよう努める。

(d) 監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役の職務執行状況を監査する。また、監査役は、内部監
査を所管する内部監査室と連携し、コンプライアンス体制の調査、法令・定款及び社内規程上の問
題の有無、ならびに各業務が法令・定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを調査し、
取締役会及び執行役員会に提言する。

(e) 当社は、使用人が法令・定款及び社内規程上疑義のある行為を認知し、それを告発しても、当該使
用人に不利益な扱いを行わない旨等を規定する「コンプライアンスホットライン規程」を制定する
とともに、内部通報窓口を設ける。

Ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報については、「情報管理規程」「文書管理規程」に基づき、

その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、文書管理規程で
規定した保存期間は閲覧可能な状態を維持する。
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Ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は、当社の業務執行に係るリスクを認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理体

制を整える。
(b) 当社は、リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規程」を定め、個々のリスクについての管理

責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
(c) 内部監査を所管する内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長

に報告する。
(d) 取締役会及び執行役員会は、定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
(e) 当社は、不測の事態が発生した場合には、代表取締役もしくは代表取締役が指名する者を本部長と

する対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織して迅
速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

(f) 取締役会及びリスク管理・コンプライアンス委員会は、不正行為の原因究明、再発防止及び情報開
示に関する審議を行い、その結果を踏まえて、再発防止策の展開等の活動を推進する。

(g) 当社およびその子会社等の管理担当部門は相互に連携し、子会社等の業務の適正性を図る。当社の
管理担当取締役は子会社および関連会社の企業活動に関するリスクをグループ横断で統括する。

Ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役

会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び
戦略に関わる重要事項については執行役員会において議論を行い、その審議を経て取締役会で執行
決定を行う。

(b) 当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織および職務分掌規程」、「稟議決裁権
限規程」において、それぞれの責任者及び執行手続きの詳細を定める。

Ｅ．当社及びその子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 当社の取締役会が子会社等の業務を適正に監視するとともに、「子会社等管理規程」を制定して子

会社等の統括・管理部門を明らかにし、各社における法令等遵守体制やリスク管理体制の整備等、
当社およびその子会社等から成る企業集団での内部統制システムを構築する。

(b) 当社は、各子会社等に対し、中期経営計画および年度総合予算の策定や、その業務執行状況を定期
的に当社経営陣に対して報告することなどを求めることにより、当社およびその子会社等から成る
企業集団での業務の適正および効率性を確保していく。

(c) 内部監査を所管する内部監査室は、子会社等における法令等遵守体制やリスク管理体制の有効性お
よび適切性について監査を行い、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて子会社お
よびその統括・管理部門に要改善事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。

(d) 当社およびその子会社等は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保す
るための内部管理体制を整備する。
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Ｆ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及
び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に
関する事項

(a) 監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人から監査役補助者を
任命する。

(b) 当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人事評価・異動・懲戒については
監査役会の事前の同意を得る。

(c) 当該使用人は、職務執行に当たっては監査役の指揮命令を受け、取締役の指揮命令を受けない。

Ｇ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査
役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 取締役及び使用人は、重要な月次報告、重要な会計基準の変更、会社に著しい損害を及ぼす恐れの
ある事項、重大な法令・定款及び社内規程違反、内部統制報告書等、取締役及び使用人が監査役に
報告すべき事項及び時期についてのルールを定め、当該ルールに基づき、当社の業務または業績に
影響を与える重要な事項について監査役に報告する。

(b) 前項に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることが
できる。

(c) 当社は、「コンプライアンスホットライン規程」の適切な運用を維持することにより、法令違反そ
の他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。なおコンプライ
アンスホットラインの利用に関しては、グループ全体を対象とし、コンプライアンス研修を実施し
周知する。

(d) 当社は、監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利
な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

(e) 監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換を行う。
(f) 当社は、監査役がその職務を執行する上で必要な費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該費

用または債務等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を支払うものとする。

Ｈ．反社会的勢力排除に向けた体制
(a) 当社は、社会秩序に脅威を与えるような反社会的勢力に対して、コンプライアンス、財務報告の信

頼性を確保する観点から、毅然とした態度で臨むことを基本とする。
(b) 当社は、反社会的勢力に対しては経営管理部総務課管掌取締役もしくはその者が指名した者がその

対応を行い、取締役、顧問弁護士や関係行政機関との連携を図る。

Ｉ．財務報告に係る内部統制
(a) 当社は、財務報告の信頼性を確保する観点から、財務報告に係る内部統制の整備・評価を実施し、

監査役、取締役会及び執行役員会に報告する。
(b) 監査役は、内部統制報告書を監査し、取締役会及び執行役員会は財務報告に係る内部統制の継続的

な改善を図る。
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Ｊ．ITへの対応
(a) 代表取締役社長は、中長期的な展望でＩＴへの取り組みを検討するよう努める。ＩＴの投資は、各

部からの要望を集約したものと事業計画とを照らして優先順位付けをした上で実施計画を立案す
る。

(b) 業界や取引先のＩＴへの対応状況を認識し、財務報告に係るシステム関連図を作成し、これらを踏
まえて、内部統制の整備方針を決定する。

(c) 代表取締役社長は、自動化した統制と手作業による統制の特徴を把握し、各リスクに対しいずれの
統制が合理的かつ有効であるかを検討し、選択を適用する。

(d) 代表取締役社長は、ＩＴ全般統制（プログラム登録管理、アクセス管理、およびシステム切り替え
時期の十分なテストの実施および並行運用等）をある程度整備し、不十分な部分は、代替的方法に
より実施を検討する。

(e) 代表取締役社長は、ＩＴに係る全般統制及びＩＴに係る業務処理統制に係るマニュアル・規程を整
備するよう努める。また、操作・運用マニュアルも整備するよう努める。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、リスク管理・コンプライアンス委員会を通じて、コンプライアンスに対する審議と情報共

有を図るとともに、「取締役会規程」をはじめ社内諸規程の体系化と適時適切な改定を行うなど内部統
制の強化を図っています。また、全役職員を対象とした全体会議の席上において、コンプライアンス
に関するコメントを伝えて意識の醸成を図るとともに、規程の改定内容についての周知徹底を行って
おります。
当社の取締役会は、取締役６名のうち２名が社外取締役で構成されており、業務執行取締役から業

務執行状況の報告が行われるとともに、重要事項の審議・決議を行っております。また、社外監査役
３名が取締役会に出席し、各取締役の職務執行に対する適切な牽制体制が構築されております。
社外監査役のうち１名は常勤監査役として、取締役会や執行役員会等の社内重要会議に出席すると

ともに、各取締役から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンス
に関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しており、経営監視機能の強化及び向上を図
っております。

（３）株式会社の支配に関する基本方針
当社は現時点では、「株式会社の支配に関する基本方針」及び「買収防衛策」につきまして、特に定

めておりません。
一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては

適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を行
ってまいります。
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（４）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、

現段階においては内部留保の充実が最重要であると考え、会社設立以来、当事業年度を含め配当は実
施しておりません。しかしながら、株主利益の最大化を重要な経営目標の一つと認識しており、今後
の株主への剰余金の配当につきましては、業績の推移や財務の状況、今後の事業計画等を総合的に勘
案し、内部留保とバランスを取りながら検討していく方針です。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡

大発展を実現するための資金として、有効に活用していく所存であります。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（ 2025年12月31日現在 ）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 4,291,521 流 動 負 債 1,599,460
現 金 及 び 預 金 2,253,347 買 掛 金 547,242
受取手形、売掛金及び契約資産 976,737 工 事 未 払 金 60,754
商 品 935,138 短 期 借 入 金 200,000
そ の 他 133,602 １年内返済予定の長期借入金 260,768
貸 倒 引 当 金 △7,304 未 払 費 用 226,893

固 定 資 産 965,953 未 払 法 人 税 等 78,733
有 形 固 定 資 産 140,969 前 受 金 117,565
建 物 及 び 構 築 物 38,492 賞 与 引 当 金 69,220
そ の 他 102,477 そ の 他 38,281

無 形 固 定 資 産 361,664 固 定 負 債 731,541
の れ ん 296,150 長 期 借 入 金 574,348
ソ フ ト ウ エ ア 14,441 退 職 給 付 に 係 る 負 債 26,337
そ の 他 51,072 長 期 前 受 金 113,722

投 資 そ の 他 の 資 産 463,319 商 品 保 証 引 当 金 5,287
投 資 有 価 証 券 258,754 そ の 他 11,845
繰 延 税 金 資 産 50,097 負 債 合 計 2,331,001
そ の 他 156,359 （純 資 産 の 部）
貸 倒 引 当 金 △1,892 株 主 資 本 2,932,382

資 本 金 1,282,493
資 本 剰 余 金 1,163,478
利 益 剰 余 金 486,628
自 己 株 式 △218

その他の包括利益累計額 △6,065
その他有価証券評価差額金 △9,624
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1,361
為 替 換 算 調 整 勘 定 2,197

新 株 予 約 権 158
純 資 産 合 計 2,926,474

資 産 合 計 5,257,475 負 債 純 資 産 合 計 5,257,475
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（ 2025

2025
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 6,840,816
売 上 原 価 4,012,668
売 上 総 利 益 2,828,147
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,502,024
営 業 利 益 326,122
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,788
資 材 売 却 収 入 389
そ の 他 489 3,666

営 業 外 費 用
支 払 利 息 14,067
株 式 交 付 費 9,315
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,666
そ の 他 2,875 29,925

経 常 利 益 299,863
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 299,863
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 90,866
法 人 税 等 調 整 額 21,411 112,277
当 期 純 利 益 187,586
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 187,586
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

― 31 ―

2026年02月25日 16時02分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



連結株主資本等変動計算書
（ 2025

2025
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 546,884 427,879 299,042 △218 1,273,587

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 727,600 727,600 1,455,200
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 8,008 7,999 16,008
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 187,586 187,586
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当 期 変 動 額 合 計 735,608 735,599 187,586 − 1,658,794

当 期 末 残 高 1,282,493 1,163,478 486,628 △218 2,932,382

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 為 替 換 算

調 整 勘 定
その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 − 6,477 1,910 8,387 160 1,282,134

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1,455,200
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 16,008
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 187,586
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △9,624 △5,115 287 △14,453 △2 △14,455

当 期 変 動 額 合 計 △9,624 △5,115 287 △14,453 △2 1,644,339

当 期 末 残 高 △9,624 1,361 2,197 △6,065 158 2,926,474
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 ３社
主要な連結子会社の名称 SECURE KOREA, Inc.

株式会社ジェイ・ティー・エヌ
株式会社メディアシステム

連結の範囲の変更 当連結会計年度において株式会社メディアシステムの全株式を取
得したため同社を連結の範囲に含めております。

（2）持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。
なお、当連結会計年度において新たに連結子会社となった株式会社メディアシステムは、決算

日を５月31日から12月31日に変更しております。これに伴い、当連結会計年度においては
2025年６月１日から2025年12月31日までの７か月間を連結しております。
また、この変更が連結計算書類に与える影響は軽微であります。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
ただし、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能
な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
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ロ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び仕掛品
主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの

方法）を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属
設備は除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 及 び 構 築 物 ３〜22年
工 具 器 具 備 品 ３〜15年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く)
定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
自社利用ソフトウエア ５年

ハ．リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。

ロ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年

度に見合う分を計上しております。
ハ．商品保証引当金

販売した商品の保証期間に係る修理費用の発生に備えるため、過去の修理実績等に基
づき、当連結会計年度末における将来の修理費用見込額を計上しております。
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④ 収益及び費用の計上基準
当社グループの契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容、お

よび当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであ
ります。
当社グループでは、顧客の求めるセキュリティニーズに応じて「SECURE AC：入退室管

理システム」「SECURE VS：監視カメラシステム」「SECURE Analytics：画像解析サービ
ス」という３つのサービスを軸に、デバイス、ソフトウェア、AI等で構成された物理セキュ
リティシステムを販売しております。物理セキュリティシステムの提供については、システ
ムの稼働が確認できた時点で、履行義務が充足すると判断しております。取引の対価はシス
テム導入後、概ね１か月後に受領が中心となっており、重要な金融要素は含まれておりませ
ん。
一部の契約取引では、クラウドサービス、保守サービスの役務等を含むものがあり、これ

らは契約期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、契約期間にわたり収益
を認識しております。契約条件により、履行義務充足前に前受けの方式で対価を受領する場
合には、前受金を計上しております。
また、当社グループの一部では工事請負契約に基づき電気工事を行い、完成した工事物件

を顧客に引き渡す履行義務を負っております。当該契約のうち長期の工事契約については、
一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗に基づき収
益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、各報告期間の期末
日までに発生した工事原価が予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っており
ます。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、履行義務を
充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認
識しております。なお、契約期間がごく短いまたは金額的に重要性が乏しい工事契約につい
ては、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しております。また、外貨建有価証券は連結決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額は純資産の部におけるその他有価証券評価差額金に含めてお
ります。
在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換
算調整勘定に含めて計上しております。
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ロ．重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている
為替予約については、振当処理によっております。

ヘッジ手段及びヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建仕入債務等

ヘッジ方針
ヘッジ対象の範囲内で対象の為替相場の変動リスクを回避する目的でのみ手段を利用

する方針であります。
ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの
累計を比較し、両者の変動額を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。なお、為
替予約取引に関しては、外貨建取引個々に為替予約を付しており、ヘッジ開始時以降継
続してキャッシュ・フロー変動を完全に相殺できるため、ヘッジの有効性の判断は省略
しております。

ハ．退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社では、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に

係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を適用しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。
以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正

会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」とい
う。）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針
の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合

の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連
結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連
結計算書類への影響はありません。
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３．表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「仕掛品」（当連結会計年度
は15,132千円）、「前払費用」（当連結会計年度は89,323千円）及び「未収消費税等」（当連結会
計年度は41千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含め
て表示しております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「有形固定資産」の「工具器具備品」（当連

結会計年度は88,960千円）及び「リース資産」（当連結会計年度は6,098千円）は、金額的重要
性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「敷金」（当連結会

計年度は131,411千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」
に含めて表示しております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「リース債務」（当連結会計

年度は1,512千円）及び「未払消費税等」（当連結会計年度は30,022千円）は、金額的重要性が
乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「リース債務」（当連結会計

年度は4,675千円）及び「資産除去債務」（当連結会計年度は5,170千円）は、金額的重要性が乏
しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

（連結損益計算書）
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「固定資産除却損」（当連

結会計年度は663千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」
に含めて表示しております。

４．会計上の見積りに関する注記
（1）棚卸資産の評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
商品 935,138千円
仕掛品 15,132千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、棚卸資産について収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により評価して

おり、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額
まで帳簿価額を切り下げていますが、営業循環過程から外れた陳腐化品や滞留品については、
収益性の低下の事実を反映するために社内評価ルールに基づき、規則的に帳簿価額を切り下げ
ております。
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棚卸資産の滞留状況および商品のライフサイクル等を総合的に勘案して、営業循環過程から
外れた陳腐化品や滞留品を識別しております。
そのため、市場動向の変化などを要因として、保有する棚卸資産が増加した場合には、営業

循環過程から外れた陳腐化品や滞留品として識別すべき棚卸資産が増加する可能性があり、棚
卸資産の評価に影響する可能性があります。

（2）繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 50,097千円
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることから、回収可能性があると判断

した将来減算一時差異等について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産は将来の課
税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰
延税金資産が減少または増加し、この結果、税金費用が増減する可能性があります。

（3）のれんの評価
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 296,150千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
企業結合により取得したのれんは、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結

合日時点の時価との差額で計上し、その効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償
却しております。
のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合は、減損損失の認識の要否

を判定し、判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額ま
で減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上しております。
以上の方針に従い検討した結果、当連結会計年度において、当該のれんに減損の兆候はない

と判断しております。
当該見積りは、市場成長率等の将来の事業環境の予測が含まれており、見積りの不確実性が

あります。見積りの前提条件や事業環境等に変化が見られた場合には、翌連結会計年度以降の
連結計算書類において重要な影響を与える可能性があります。
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５．連結貸借対照表に関する注記
（1）当座貸越契約

当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結して
おります。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 1,100,000千円
借入実行残高 200,000千円
差引額 900,000千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 179,096千円

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 4,777,620 861,800 − 5,639,420
（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
第三者割当による新株の発行による増加 800,000株
新株予約権の行使による新株の発行による増加 61,800株

（2）配当に関する事項
該当事項はありません。

（3）当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除
く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 105,000株

（4）自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 88 − − 88
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７．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する基本方針
当社グループは、事業運営や設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達し

ております。
一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入等によ

り調達しております。デリバティブ取引は仕入取引の為替リスクに備えるために行っておりま
す。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されており、与信

管理規程に基づき新規取引先等の信用調査等を行っており、また、与信限度額水準の見直しを
年１回以上実施し、取引相手ごとに期日及び残高を管理することにより、財務状況等の悪化等
による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式（上場株式、非上場株式）であ

り、市場価格の変動リスク及び発行体(取引先企業)の信用リスクに晒されておりますが、定期
的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継
続的に見直しております。
差入保証金及び敷金は、差入先の信用リスクに晒されており、賃貸借契約に際し差入先の信

用状況を把握するとともに、適宜差入先の信用状況を把握することにより、財務状況等の悪化
等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である買掛金及び工事未払金は、全て１年以内の支払期日であり、資金調達に係る

流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動
性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
借入金は、主に事業運営及び設備投資に係る資金調達であり、返済期日は決算日後、最長で

５年以内であります。
外貨建金銭債権債務及び外貨建有価証券については、為替相場の変動によるリスクに晒され

ておりますが、為替変動の状況をモニタリングしております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

― 40 ―

2026年02月25日 16時02分 $FOLDER; 40ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



（2）金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券（※２，３）
その他有価証券 65,347 65,347 −

差入保証金 6,082
貸倒引当金 △1,892

4,189 4,188 △0
敷金 131,411 130,685 △725

資 産 計 200,948 200,221 △726
長期借入金（※４） 835,116 835,503 387

負 債 計 835,116 835,503 387
※１．現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、買掛金、工事未払金、短期借入金は短

期決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
※２．市場価格のない株式等は含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は

以下のとおりであります。
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 144,425

※３．連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合への出資については含まれておりま
せん。当該出資の連結貸借対照表計上額は48,981千円であります。

※４．１年内返済予定の長期借入金を含めております。

（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定し
た時価
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レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 65,347 − − 65,347

資産計 65,347 − − 65,347

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
差入保証金 − 4,188 − 4,188
敷金 − 130,685 − 130,685

資産計 − 134,874 − 134,874
長期借入金 − 835,503 − 835,503

負債計 − 835,503 − 835,503
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて

いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
差入保証金及び敷金

差入保証金（ゴルフ会員権を除く）及び敷金の時価は、契約等から返還までの期間を
合理的に見積り、当該期間の将来キャッシュ・フローを国債等の利回りで割り引いた現
在価値から時価を算定しており、レベル２の時価に分類しております。ゴルフ会員権に
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ついては、ゴルフ会員権取扱店（インターネットサイトを含む）等の相場価格を用いて
時価を算定し、貸倒引当金を計上しておりますが、その時価は活発な市場における相場
価格とは認められないため、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味

した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。

８．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、セキュリティソリューション事業を提供する単一セグメントであり、主要
な顧客との契約から生じる収益をサービス区分に分解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：千円）

サービス区分
報告セグメント

セキュリティソリューション事業
SECURE AC
入退室管理システム 1,857,832
SECURE VS
監視カメラシステム 4,178,202
SECURE Analytics
画像解析サービス/その他 242,213
SECURE ES
エンジニアリングサービス 562,568

顧客との契約から生じる収益 6,840,816

その他の収益 −

外部顧客への売上高 6,840,816

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「（4）会計方針
に関する事項 ④ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約残高

顧客との取引から生じた債権、契約債務の残高は以下のとおりであります。
（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 840,598

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 943,841

契約資産（期首残高） 26,615

契約資産（期末残高） 32,896

契約負債（期首残高） 229,070

契約負債（期末残高） 231,288
連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「受取手形、売掛金及び契約資

産」に含まれており、契約負債は「前受金」及び「長期前受金」に含まれております。また、
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、
129,512千円であります。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、残存履

行義務に関する情報は開示しておりません。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 518円 91銭
１株当たり当期純利益 34円 30銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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11．その他の注記
（企業結合等関係）

(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称： 株式会社メディアシステム
事業の内容： 電気通信工事業・電気工事業

② 企業結合を行った主な理由
当社は「AI（画像認識技術）×セキュリティで新しい価値を創る」をビジョンに「ソフト」

と「ハード」で構成される物理セキュリティシステムを事業領域として、「オフィス・工場・
商業施設」などに対し、ソフトウェアの設計やハードウェアの選定から施工・アフターフォ
ローまで、一貫したサービスを提供しています。そして成長戦略の具体的な施策として全国
主要都市への事業拠点の拡大を計画しております。
この度、株式を取得した株式会社メディアシステムは、福島県内において、防犯システム、

防犯機器、通信システム等の電気通信工事および同機器の販売・保守を行っております。特
に官公庁向けの高度なセキュリティシステムの導入実績を有しており、高い技術力と信頼性
を強みとしています。社内には多数の設備工事に関する資格者が在籍し、防犯システムの設
計・施工に関する豊富なノウハウを蓄積してきました。また、物理セキュリティ市場の拡大
に対応するため、専門人材の採用・育成を積極的に進め、成長を続けています。
子会社化により、当社は株式会社メディアシステムのノウハウと専門性を獲得し、競争力

の強化とさらなる成長を目指します。加えて、当社のブランド力を活かした採用強化や顧客
獲得の支援を通じ、事業拡大に貢献できると考えています。
さらに、定期的な人材交流を通じた技術共有を促進し、防犯設備や官公庁向け案件におけ

る技術力の向上を推進します。加えて、自治体向けセキュリティサービスの導入拡大や、高
度な設計案件の受注を可能にすることで、販売チャネルの拡大を図ります。

③ 企業結合日
2025年４月22日（株式取得日）
2025年５月31日（みなし取得日）

④ 企業結合の法的形式
株式取得
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⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。

⑥ 取得した株式数及び議決権比率
普通株式：400株
（議決権所有割合：100％）

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。

(2) 連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
2025年６月１日から2025年12月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 145,000千円
取得原価 145,000千円

(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 32,310千円

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額

61,236千円

② 発生原因
主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力によるものであります。

③ 償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
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(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 94,407千円
固定資産 10,847千円
資産合計 105,254千円
流動負債 16,551千円
固定負債 4,939千円
負債合計 21,491千円

(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損
益計算書に及ぼす影響の概算及びその算定方法

売上高 54,939千円
営業損失（△） △6,038千円

（概算額の算定方法）
企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び営業損

失との差額を影響の概算額としております。
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
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貸 借 対 照 表
（ 2025年12月31日現在 ） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 3,531,069 流 動 負 債 1,457,495
現 金 及 び 預 金 1,642,309 買 掛 金 550,894
受 取 手 形 5,000 短 期 借 入 金 200,000
売 掛 金 836,485 １年内返済予定の長期借入金 260,768
商 品 934,356 未 払 費 用 205,908
そ の 他 120,222 未 払 法 人 税 等 44,376
貸 倒 引 当 金 △7,304 前 受 金 116,734

固 定 資 産 1,623,978 賞 与 引 当 金 64,045
有 形 固 定 資 産 132,574 そ の 他 14,768
建 物 及 び 構 築 物 32,964 固 定 負 債 705,203
そ の 他 99,610 長 期 借 入 金 574,348

無 形 固 定 資 産 65,658 長 期 前 受 金 113,722
ソ フ ト ウ エ ア 14,838 商 品 保 証 引 当 金 5,287
そ の 他 50,820 そ の 他 11,845

投 資 そ の 他 の 資 産 1,425,744 負 債 合 計 2,162,699
投 資 有 価 証 券 258,754 （純 資 産 の 部）
関 係 会 社 株 式 988,594 株 主 資 本 3,000,453
繰 延 税 金 資 産 40,421 資 本 金 1,282,493
そ の 他 137,974 資 本 剰 余 金 1,163,478

資 本 準 備 金 1,163,463
そ の 他 資 本 剰 余 金 14

利 益 剰 余 金 554,700
そ の 他 利 益 剰 余 金 554,700
繰 越 利 益 剰 余 金 554,700

自 己 株 式 △218
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △8,263
その他有価証券評価差額金 △9,624
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1,361

新 株 予 約 権 158
純 資 産 合 計 2,992,348

資 産 合 計 5,155,047 負 債 純 資 産 合 計 5,155,047
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（ 2025

2025
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 6,276,872
売 上 原 価 3,668,054
売 上 総 利 益 2,608,817
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,303,867
営 業 利 益 304,949
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,047
そ の 他 308 2,356

営 業 外 費 用
支 払 利 息 14,067
株 式 交 付 費 9,315
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 3,716
そ の 他 2,386 29,485

経 常 利 益 277,821
税 引 前 当 期 純 利 益 277,821
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 49,819
法 人 税 等 調 整 額 27,321 77,141
当 期 純 利 益 200,680
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（ 2025

2025
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで ）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 546,884 427,864 14 427,879 354,020 354,020
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 727,600 727,600 727,600
新株の発行（新株予約権の行使） 8,008 7,999 7,999
当 期 純 利 益 200,680 200,680

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 735,608 735,599 − 735,599 200,680 200,680
当 期 末 残 高 1,282,493 1,163,463 14 1,163,478 554,700 554,700

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本

合 計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

評価・換算差額等
合 計

当 期 首 残 高 △218 1,328,565 − 6,477 6,477 160 1,335,202
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 1,455,200 1,455,200
新株の発行（新株予約権の行使） 16,008 16,008
当 期 純 利 益 200,680 200,680

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − △9,624 △5,115 △14,740 △2 △14,742

当 期 変 動 額 合 計 − 1,671,888 △9,624 △5,115 △14,740 △2 1,657,145
当 期 末 残 高 △218 3,000,453 △9,624 1,361 △8,263 158 2,992,348
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社及び関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
ただし、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最
近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び仕掛品
先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）を採

用しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定
額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 及 び 構 築 物 ３〜15年
工 具 器 具 備 品 ３〜15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
自社利用ソフトウエア ５年
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③ リース資産
イ．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

ロ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することと
しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合

う分を計上しております。

③ 商品保証引当金
販売した商品の保証期間に係る修理費用の発生に備えるため、過去の修理実績等に基づ

き、当事業年度末における将来の修理費用見込額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
当社の契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容、および当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社では、顧客の求めるセキュリティニーズに応じて「SECURE AC：入退室管理システ

ム」「SECURE VS：監視カメラシステム」「SECURE Analytics：画像解析サービス」とい
う３つのサービスを軸に、デバイス、ソフトウェア、AI等で構成された物理セキュリティシ
ステムを販売しております。物理セキュリティシステムの提供については、システムの稼働
が確認できた時点で、履行義務が充足すると判断しております。取引の対価はシステム導入
後、概ね１か月後に受領が中心となっており、重要な金融要素は含まれておりません。
一部の契約取引では、クラウドサービス、保守サービスの役務等を含むものがあり、これ

らは契約期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、契約期間にわたり収益
を認識しております。契約条件により、履行義務充足前に前受けの方式で対価を受領する場
合には、前受金を計上しております。
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（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。また、外貨建有価証券は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は純資産の部におけるその他有価証券評価差額金に含めております。

② 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている
為替予約については、振当処理によっております。

ロ．ヘッジ手段及びヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建仕入債務等

ハ．ヘッジ方針
ヘッジ対象の範囲内で対象の為替相場の変動リスクを回避する目的でのみ手段を利用

する方針であります。
ニ．ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの
累計を比較し、両者の変動額を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。なお、為
替予約取引に関しては、外貨建取引個々に為替予約を付しており、ヘッジ開始時以降継
続してキャッシュ・フロー変動を完全に相殺できるため、ヘッジの有効性の判断は省略
しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。
以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正

会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針
の変更による計算書類への影響はありません。
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３．表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）

前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「仕掛品」（当事業年度は
10,294千円）及び「前払費用」（当事業年度は79,634千円）は、金額的重要性が乏しくなったた
め、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「有形固定資産」の「工具器具備品」（当事業年

度は87,095千円）及び「リース資産」（当事業年度は6,098千円）は、金額的重要性が乏しくな
ったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「敷金」（当事業年度は

126,844千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示
しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「リース債務」（当事業年度は

1,512千円）及び「未払消費税等」（当事業年度は12,114千円）は、金額的重要性が乏しくなっ
たため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「リース債務」（当事業年度は

4,675千円）及び「資産除去債務」（当事業年度は5,170千円）は、金額的重要性が乏しくなった
ため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

（損益計算書）
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「固定資産除却損」（当事業年

度は663千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示
しております。

４．会計上の見積りに関する注記
（1）棚卸資産の評価

① 当事業年度の計算書類に計上した金額
商品 934,356千円
仕掛品 10,294千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、棚卸資産について収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により評価しており、

期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額まで
帳簿価額を切り下げていますが、営業循環過程から外れた陳腐化品や滞留品については、収
益性の低下の事実を反映するために社内評価ルールに基づき、規則的に帳簿価額を切り下げ
ております。
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棚卸資産の滞留状況および商品のライフサイクル等を総合的に勘案して、営業循環過程か
ら外れた陳腐化品や滞留品を識別しております。
そのため、市場動向の変化などを要因として、保有する棚卸資産が増加した場合には、営

業循環過程から外れた陳腐化品や滞留品として識別すべき棚卸資産が増加する可能性があ
り、棚卸資産の評価に影響する可能性があります。

（2）繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 40,421千円
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。

② 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることから、回収可能性があると判

断した将来減算一時差異等について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産は将来
の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場
合、繰延税金資産が減少または増加し、この結果、税金費用が増減する可能性があります。

５．貸借対照表に関する注記
（1）当座貸越契約

当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しておりま
す。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,100,000千円
借入実行残高 200,000千円
差引額 900,000千円

（2）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 2,230千円
短期金銭債務 3,652千円

（3）有形固定資産の減価償却累計額 149,721千円
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６．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業収益 1,253千円
営業費用 84,255千円

７．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 88 − − 88

８．税効果会計関係に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 19,610千円
商品保証引当金 1,619千円
貸倒引当金 7千円
未払事業税 6,306千円
未払事業所税 892千円
繰越欠損金 14,214千円
その他 28,108千円

繰延税金資産小計 70,759千円
評価性引当額 △28,108千円

繰延税金資産合計 42,651千円
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用 △1,629千円
繰延ヘッジ損益 △600千円

繰延税金負債合計 △2,230千円
繰延税金資産の純額 40,421千円
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９．リースにより使用する固定資産に関する注記
オペレーティング・リース取引（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 15,342千円
１年超 27,033 〃
合計 42,375千円

10．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表「８．収益認識に関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。

11．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 530円 59銭
１株当たり当期純利益 36円 69銭

12．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年２月19日

株式会社セキュア
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 河 島 啓 太
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 今 井 裕 之

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社セキュアの2025年１月１日から2025年

12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社セキュア及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書 2026年２月19日
株式会社セキュア
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 河 島 啓 太

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 今 井 裕 之

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社セキュアの2025年１月１日から

2025年12月31日までの第24期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第24期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話
回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等
と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施し
ました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を
受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月20日

株式会社セキュア 監査役会
常勤監査役（社外監査役） 久 喜 政 徳 ㊞
社外監査役 古 島 守 ㊞
社外監査役 湯 瀬 陽 子 ㊞

以 上
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株主総会 会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿二丁目４番地１号
新宿NSビル30階
NSスカイカンファレンス ルーム１

交通 ●JR線・京王線・小田急線・東京メトロ丸ノ内線
各「新宿駅」南口・西口より 徒歩約７分

●都営地下鉄大江戸線 「都庁前駅」A３出口より 徒歩約３分
●東京メトロ丸ノ内線 「西新宿駅」２番出口より 徒歩約10分

※駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
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